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人権に配慮し、本人意思を尊重した支援を行います。

母子生活支援施設の機能と役割を踏まえた支援を利用者と十分協議しながら進めま

す。
十分な信頼関係を築くため、話しやすい環境・雰囲気作りを行います。

事業開始年月日

対象者

目黒区内にお住いの

・やむを得ない事情で離婚の届出ができないなど、母子家庭に準ずる事情にある方

・18歳未満のお子さんを養育している母子家庭

利用料

住民税や所得税の税額に応じて利用料が決定します。また、水道・電気・ガス代等は自己負担となります。

利用定員

　18歳未満のお子さんを養育している母子家庭、または何らの事情で離婚の届出ができ

ないなど、母子家庭に準じる家庭の女性が、子どもと一緒に利用できる施設です。さまざま

な事情で入所されたお母さんと子どもに対して、心身と生活を安定するための相談・援助を

進めながら、自立を支援しています。

施設概要

基本情報

事業概要

事業内容

名称

設置主体

昭和29年8月23日（旧東根荘）

目黒区みどりハイム

東京都目黒区

20世帯60名

サービス内容

子ども会議夕食会（月１回）

運営方針

（１）お母さんへの主な支援

自立支援計画の作成

相談支援

就労・経済支援

生活支援

健康とこころへの支援

アフターケア

（２）お子さんへの主な支援

個別面談（話意話意の会）

児童自立支援計画の作成

生活指導

学習支援

遊びの支援
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目黒区役所2階　子ども家庭課　子ども家庭係へご相談ください。

少年指導員

個別対応職員
1

1

1

施設長

母子支援員

心理療法担当職員

嘱託医

臨床心理士等

計

職員体制

資格 正規 契約 業務内容職名
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利用者の健康管理1

統括・業務・職員管理

母子の生活・就労・養育支援

児童の生活・学習支援

個別に特別な援助の必要な母

子への支援

心理支援

お申込み方法

☎　03－5722－9862

年間行事

全体行事 児童行事

懇談会

母子バス遠足

七夕飾り・納涼会

町内会のお祭り参加

ハロウィン・懇談会

餅つき大会

豆まき

ひな祭り 春の児童遠足

お楽しみ会

進級進学を祝う会

子どもの日行事

学習室お泊り会

夏休み活動(～８月）

児童キャンプ・ドッジボール大会

秋の児童遠足

大掃除・子ども忘年会

医師

1

社会福祉士等

保育士

社会福祉士

精神保健福祉士等

3


